
違法広告物を
除去する様子

令和６年度ヤミ金融等
利用防止啓発活動を行いました

　
令
和
６
年
12
月
26
日
に
、「
令
和
６
年
度

ヤ
ミ
金
融
等
利
用
防
止
啓
発
活
動
」
を
実

施
し
ま
し
た
。

　
当
該
活
動
は
、
毎
年
、
ヤ
ミ
金
融
の
利

用
防
止
及
び
被
害
防
止
の
啓
発
を
図
る
た

め
に
、
沖
縄
県
多
重
債
務
対
策
協
議
会
及

び
沖
縄
県
ヤ
ミ
金
融
被
害
防
止
対
策
会
議

の
構
成
機
関
で
あ
る
沖
縄
総
合
事
務
局
財

務
部
、
沖
縄
県
、
沖
縄
県
弁
護
士
会
、
沖

縄
県
司
法
書
士
会
等
が
合
同
で
行
っ
て
い

ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
那
覇
市
泉
崎
の
県
民
広

場
周
辺
で
、
注
意
喚
起
の
チ
ラ
シ
（
約
９

０
０
枚
）
を
配
布
し
た
ほ
か
、
周
辺
の
電

柱
や
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
な
ど
に
張
ら
れ
た
違

法
広
告
物
（
約
１
１
０
枚
）
を
除
去
し
ま

し
た
。

　
沖
縄
総
合
事
務
局
財
務
部
で
は
、
引
き

続
き
、
ヤ
ミ
金
融
の
利
用
防
止
及
び
被
害

防
止
の
啓
発
の
た
め
、
関
係
団
体
と
連
携

を
図
り
な
が
ら
、
啓
発
活
動
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
す
。

　
貸
金
業
を
営
む
者
は
、
主
た
る
営
業
所

等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
ま
た

は
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
借

入
れ
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
業
者
の
登

録
の
有
無
を
確
認
し
、
登
録
の
確
認
が
で

き
な
い
業
者
か
ら
は
、
絶
対
に
借
入
れ
し

な
い
で
下
さ
い
。

　
沖
縄
総
合
事
務
局
財
務
部
で
は
、
ヤ
ミ

金
融
や
多
重
債
務
に
関
す
る
相
談
窓
口
を

設
け
て
い
ま
す
の
で
、
お
困
り
の
方
は
、

一
人
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
は
窓
口
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
（
無
料
）。
ご
家
族
か
ら
の
ご
相

談
も
お
受
け
し
ま
す
。

【
ヤ
ミ
金
融
や
多
重
債
務
に
関
す
る
お
問
合
せ
先
】

　
財
務
部
　
多
重
債
務
相
談
窓
口

　
☎
０
９
８ ‒ 

８
６
６ ‒ 

０
０
９
５

【
本
記
事
に
関
す
る
お
問
合
せ
先
】

　
財
務
部
　
金
融
監
督
第
二
課

　
☎
０
９
８ ‒ 

８
６
６ ‒ 

０
０
９
８

（※
）「
ヤ
ミ
金
融
」
と
は
、
国
ま
た
は
都

道
府
県
の
貸
金
業
登
録
を
受
け
ず
に
、

貸
金
業
を
営
む
こ
と
を
い
い
ま
す
。

（※

）
登
録
貸
金
業
者
情
報
検
索
サ
ー
ビ
ス

　
　 （
出
所
：
金
融
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）

https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/

活
動
の
内
容

ヤ
ミ
金
融
か
ら
は

借
入
れ
を
し
な
い
！

ヤ
ミ
金
融
や
多
重
債
務
に
関
す
る

相
談
窓
口
の
ご
案
内

活動開始前の説明会の様子

ヤミ金融に関する注意喚起のポスター

仕
事
の窓窓

No.1財務部
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